
高橋建設工業株式会社  

女性活躍推進法に基づく行動計画 

 
男女共に自分の能力を最大限開発し、活躍できる企業を目指し、次の行動計画を策定する。 
 
 
１．計画期間  令和 5 年４月 1 日 ～ 令和 10 年３月３１日 
 
 
２．当社の課題 
 採用・配置・育成・管理職割合・賃金・評価・職場風土等、全てにおいて男女間の差はな

いが、産休・育休等の実績がないため、今後該当者が出た場合に備え、就業継続のために整

備しておく必要がある。 
 
 
３．定量的目標 
 
①男女共に育児休業取得率を対象となる社員の８０％以上とする。 

 
 
４．取組内容 
 男女ともに両立支援制度を利用しやすい環境を整備する。 
・令和 5 年 7 月～ 産前産後休業や育児休業、子の看護休暇などに関するパンフレット

等を用い、社員に周知する。また諸制度の法改正等があった場合に

は、速やかに改正内容を周知する。 
・令和 5 年 10 月～  妊娠中や産休・育休復帰後の社員のための相談窓口を設置し、周

知し、相談員の研修も実施する。 
・令和 5 年 10 月～  産休・育休復帰経験該当者があった場合は、その社員からのヒア

リングを行い、さらに良い環境を整えるよう、改善をしていく。 
 


